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『こう ふ開府５００年記念事業の基本的考え方』

この基本的考え方は、「こうふ開府５００年記念事業」の推進にあたり、事業

の目的及び方針等を明らかにし、多様な主体が認識を共有しながら各種事
業を

展開できるようまとめたものである。

｢715 匹 匹

中 世 の 甲 斐 の 政 治 的 ・ 経 済 的 な 中 心 地 は 現 在 の 笛 吹 市 石 和 ¬ 帯 で あ り 、
守 護

の 武 田 信 昌 ４ 信 縄 ・ 信 虎 は 、 三 代 に わ
た り 石 和 に 近 接 し た 川 田 （ 甲 府 市 川 田 二　　

ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１

町 ） に 館 を 構 え て 領 国 経 営 を 行 っ て い た 。　　　　　　｡　　
■　　　　II.　　　　　　　

・

信 虎 は
、

群 雄 割 拠 の 戦 国 時 代 に 名 将 と し て 全 国 に 名
を 馳 せ た 武 田 信 玄 の 父 で

あ り
、

永 正16 （1519 ） 年 に 躊 躇 ケ 崎 （ 現 武 田
神 社 ） へ 居 館 を 移 し 、 家 臣 を

そ の 周 辺 に 集 住 さ せ る と と も に 、 商 職 人 町 の
設 定 や 寺 社 の 創 建 √ 市 場 の 開 設 な

ど を 進 め
、

大 規 模 な 城 下 町 の 整 備 に 着 手 し た 。 こ れ に
よ り 甲 斐 の 新 府 中 「 甲

府 」 が 誕 生 し た の で あ る
。　　　　　　　　　　　　　　　　　

二

大 永 元 （1521 ） 年 に は 信 虎 の 嫡 男 と し て 晴 信 （ 後 の 信 玄 ） が 誕 生 し √
天 文10

（1541 ） 年 に 甲 斐 の 守 護 に な る と 、 信 玄 堤 の 築
造 や 新 田 開 発 な ど 民 政 に

事 績 を 残 す と と も に 、 領 国 の 拡 大 を 図 り 、
戦 国 武 将 と し て の ゆ る き な い 地

盤 を

築 ＜ こ と と な る 。　 八　　 犬 う　　　　　　　　　　　 一 丿 八

そ の 後
、

勝 頼 の 代 と な り 、ﾚ 天 正10 （ １ ５ ８ ２: ） 年 に
武 田 氏 が 滅 亡 す るﾚ と √ 豊

臣 秀 吉 配 下 の 浅 野 長 政 ・ 幸 長 父 子 な ど に
よ り

、 一
条 小 山 に 甲 府 城 が 築 城 さ れ 、

そ の 周 辺 に 近 世 の 甲 府 城 下 町 が 建 設 さ れ
た

。　　　　　　　　　
二

こ
の 城 下 町 は 徳 川 氏 に も 引 き 継

が れ
、

徳 川 綱 吉 側 近 の 柳 沢 吉 保 が 城 主 に な る

と
、

甲 府 城 と 城 下 町 の 再 整 備 が 積 極 的 に 進
め ら れ た

。
柳 沢 氏 の 時 代 は 、 当 時 、

甲 府 城 下 町 を 訪 れ た 荻 生 組 練 が 「 人 家
は 繁 盛 し 、 市 街 が よ く 整 っ て 商 店 に 多 く

の 品 物 が 並 び 、 人ﾉﾏ の 姿 ふ る ま い も
ほ と ん ど 江 戸 と 異 な る と こ ろ が な い 」

と 記

す ほ ど
、

江 戸 時 代 を 通 じ て 甲 府 城 下 町 が 最 も 繁 栄 し
て い る

。

そ の 後
、

享 保 ９･ （ １ ７ ２ ４ ） 年 の 柳 沢 氏 の 大 和 郡
山 （ 奈 良 県 ） へ の 所 領 替 え に

よ り
、

甲 斐 は 幕 府 の 直 轄 地 と な り 甲 府 城 に は
勤 番 支 配 が 置 か れ る こ と と な る 。

こ れ を 機 に
、

勤 番 士 な ど か ら 江 戸 の 文 化 が も た ら さ れ 、
特 に 亀 屋 座 で の 歌 舞

伎 興 行 は 「 甲 府 で 流 行 っ た 芝 居 は 、 江 戸
で も 流 行 る 」 と い わ れ る ほ ど で あ っ

た
。

明 治 維 新 後
、

廃 藩 置 県 に よ り 甲 斐 国 が 甲 斐 府 、 甲 府 県 、
山 梨 県 と 名 称 を か え

る 中
、

明 治 ６ （ １ ８ ７ ３ ） 年 、 山 梨 県 に 着 任 し た 藤
村 紫 朗 （ 後 の 県 令 、 現 在 の 県　

１
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知 事 ） は 、 市 街 地 を 拡 充 す る た め 、 甲 府 城 の 郭 内 の 再 開 発 に 着 手 す る と と も

に 、 市 街 地 の 拡 幅 や 通 行 の 妨 げ と な る 城 の 堀 の 埋 立 て な ど を 実 施 し 、 錦 町 ・ 桜

町 ・ 紅 梅 町 ・ 常 盤 町 な ど の 新 し い ま ち を 整 備 し た 。 通 り に は 県 庁 ・ 県 病 院 ・ 裁

判 所 な ど 、 西 洋 風 の 建 物 が 建 ち 並 ん で い た 。 こ れ ら の 建 築 物 は 、 藤 村 紫 朗 が 建

築 を 奨 励 し た こ と か ら 「 藤 村 式 建 築 」 と も 呼 ば れ る 。

こ う し た 中 、 明 治 ２２ （ １８８ ９ ） 年 了 月1 日 、 甲 府 市 は 、 全 国 で ３ ４ 番 目 、 関

東 で は 横 浜 、 水 戸 、 東 京 に 次 ぐ ４ 番 目 と な る 市 制 を 施 行 し た 。 初 代 庁 舎 は 、 藤

村 式 建 築 の 旧 梁 木 （ や な き ） 学 校 校 舎 を 転 用 し た も の で あ る 。

明 治 ３６ （ １９ ０３ ） 年 、 鉄 道 （ 中 央 線 ） の 敷 設 と 甲 府 停 車 場 の 設 置 に よ り 、

甲 府 城 を 中 心 と す る 市 街 地 は 南 北 に 分 断 さ れ る こ と と な っ た が 、 甲 府 市 は 以 前

に も 増 し て 山 梨 県 の 政 治 ・ 経 済 の 中 心 と し て 発 展 す る こ と と な り 、 生 糸 や 水 晶

の 輸 出 ・ 仲 卸 に よ り 成 功 を お さ め た 甲 州 財 閥 の 巨 頭 ・ 若 尾 逸 平 （ 初 代 甲 府 市

長 ） な ど の 人 材 も 輩 出 し て い るO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I･

大 正 時 代 に は 、 甲 府 市 遊 亀 公 園 附 属 動 物 園 が 開 園 し 、 子 ど も か ら お 年 寄 り ま

で 幅:広 い 世 代 が 、 集 い 、 憩 え る 場 所 が 整 備 さ れ た 。

そ の 後 も 、 昭 和12 （ １９ ３７ ） 年 に 相 川 村 、 里 垣 村 、 貢 川 村 、 国 母 村 の ４ つ　

の 村 と 、 ま た 、 昭 和17 （ １ ９２ ２ ） 年 に は 平 塚 村 、 大 宮 村 の ２ つ の 村 と 合 併 し　

て 市 域 を 広 げ 、 都 市 基 盤 の 充 実 を 図 り な が ら 更 な る 発 展 を 遂 げ て き た 。 御 崎 町

（ 現 在 の 朝 日 ５ 丁 目 ほ か ） に 居 を 構 え て い た 太 宰 治 は 、 そ の 著 書 『 新 樹 の 言

葉 』 に 「 シ ル ク ハ ッ ト を 倒 （ さ か ） さ ま に し て 、 そ の 帽 子 の 底 に 、 小 さ い 小 さ

い 旗 を 立 て た 、 そ れ が 甲 府 だ と 思 え ば 、 間 違 い な い 。 き れ い に 文 化 の 、 し み と

お っ て い る ま ち で あ る 。 」 と 記 し て お り 、 豊 か な 自 然 の 中 に 、 西 洋 風 の し ゃ れ

た 文 化 が 根 付 い て い た こ と を う か が う こ と が で き る
○　　　

・

太 平 洋 戦 争 の 終 戦 を 迎 え る 昭 和 ２ ０ （ １９ ４５ ） 年 了 月 に は 、 甲 府 空 襲 に よ り 市

域 の ７ ４ ％ が 焦 土 と 化 し 、 甲 府 の 古 き 良 き 時 代 の 面 影 や 多 く の 人 命 が 奪 わ れ る

こ と と な っ た 。 し か し 、 終 戦 直 後 に は 戦 災 復 興 局 が 設 置 さ れ 、 市 民 一 丸 と な っ

て 、 槌 音 高 く 郷 土 の 復 興 に 立 ち 上 が り 、 平 和 通 り や 駅 前 広 場 の 建 設 な ど 、 近 代

都 市 と し て の 基 盤 整 備 が 続 け ら れ た 。

昭 和 ２ ４ （ １９ ４９ ）
丿年

に は 池 田 村 、 住 吉 村 畔 地 域 と 、 昭 和 ２ ９ （ １９ ５４ ） 年 に

は 山 城 村 、 住 吉 村 、 朝 井 村 、 二 川 村 、 大 鎌 田 村 、 甲 運 村 、 玉 諸 村 、 千 代 田 村 、

能 泉 村 、 宮 本 村 の10 の 村 と の 合 併 が 行 わ れ 、 甲 府 市 の 人 口 は １４２,８ ０７ 人 に 達

し て い る ’。

高 度 経 済 成 長 期 の 昭 和 ４ ６ （1971 ） 年 に は 、 中 央 線 の 複 線 化 や 甲 府 バ イ パ

ス の 開 通 、 昭 和 ５ ７ （ １ ９８ ２ ） 年 に は 、 中 央 自 動 車 道 の 全 線 開 通 な ど 、 モ ー タ

リ ゼ ー シ ョ ン 社 会 の 到 来 に 対 応 し た 国 家 プ ロ ジ ェ ク ト と し て の 交 通 網 整 備 が 急

速 に 進 め ら れ る 中 、 甲 府 市 は 先 端 技 術 産 業 が 立 地 す る 工 業 団 地 建 設 を は じ め と

す る 産 業 経 済 の 活 性 化 な ど に も 積 極 的 に 取 り 組 み 、 地 方 の 中 核 都 市 と し て 発 展

２
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を遂げ、平成元（１９８９）年には市制施行１００周年を迎えた。

また、平成12 （２０００）年には、地方分権の流れに対応し、自主自立した

行政運営とより主体的なまちづくりを推進するため、特例市に移行し、平成18

（２００６）年には、中道町と上九一色村北部地域と合併するなど、時代の

潮流や地方自治体を取り巻＜社会環境の変化に対応した行政運営に努めてきた

ところである。　　　　　 Ｔ

甲府市は、中核市への移行を予定する平成31 （２０１９）年に記念すべき開

府５００年という歴史的な節目の年を迎える。　ノ

1２ 事業の目的 二j　　 十　　 十

今日、我が国は、かつて経験したことのない人口減少社会に足を踏み入れてお

り、特に地方においては、予想をはるかに超える少子高齢化と東京圓への人口流

出が地方経済を縮小させ、それがまた人口減少を加速させる要因となっている

ことなどが指摘されている。　　　　 二

こうした状況を克服していくためには、それぞれの個性あふれる地方が､その

多様性の中から新たな価値を生み出すことによって地方を創生していくことが

重要である。 丿　　　　　　　　　○

本市を取り巻く環境においても、急速な少子高齢化等により人口減少が進行

する中、･本市の人口は平成２８（２０１６）年了月現在191, ８０１人にまで減少

している。また、今後の人口の将来推計にあっては、国立社会保障・人口問題研

究所が、平成５２（２０４０）年には１６３,９５２ 人まで減少するとしている。

一方、大きな課題も山積しており、前述の少子高齢化への対応のほか、都市イ

ンフラの老朽化、中核市への移行、リニア中央新幹線新駅開業など、将来を見据

えて適切に対応していかなければならない。

このような大きな時代の変化に直面する今こそ、本市自らが自主性・自立性を

十分に発揮し、新たな発想のもと創意工夫を凝らし、多様な主体との連携を図る

中で、本市の持つ豊かな自然と重層的な歴史・文化などに育まれだ 甲府らしざ

を活かした魅力と賑わいのあるまちづくりに積極的・戦略的に取り組むことが

必要である。

本市は、来る平成31 （２０１９）年に開府５００年を迎える。甲府のこれまで

の歴史を振り返ると、甲府の強みとは、挑戦し続ける精神、つまり「チャレンジ・

スピリット」であり、先人たちは、その精神で課題に挑戦し、困難をチャンスに

変え、危機を成長に繋げることで、多彩な魅力が輝く甲府を築いてきた。

また、開府から現在に至るまでのいずれの時点においても、甲府市に住み・働

き、縁（えにし）を持っていただいた全ての人ﾉﾏの心の中にはかけがえのない“思

い出”があり、また同時に、このまちに“期待するもの”も普遍的に存在し、そ

３



れらは消えることなく存在し続ける貴重なものである。

開府５００ 年という節目の年を迎えるにあたり、こうした先人たちの価値ある

有形・無形の財産を継承するとともに、これらの想いの蓄積を甲府市の持つ力の

源泉（想いのエネルギー）とすることを基軸としていくこととし、これまでの歴

史を知ることで甲府の魅力を“再発見”し、また、それによって甲府への愛着を

深め、誇りをもち、そして未来に向けて新たな時代を創りだすための行動を起こ

す契機としなければならない。　　　　　■　　
■　　　■　　　　　　　　

■

こうしたことから、「こうふ開府５００年記念事業」の目的を次のとおりとす

る。

ｌ
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－
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－

Ｌ

１

重層的で多様な歴史・伝統・文化等を再認識し、将来に向けてそれらを

継承する。　　　　　　　　　　　　　　十

２　国内外に効果的かつ戦略的なプロモーションを行い“甲府”の知名度の

向上を図るとともに、歴史・文化・産業・自然など、甲府市の魅力に繋

がる地域資源を掘り起こし、産業振興と観光振興の促進による交流人

口の増加を図る。

３“甲府”のポテンシャルを最大限に引き出し、安全安心で暮らしやすく、

将来に向かって夢と希望がもてるまちづくりを推進することで移住定

住の促進を図るとともに、甲府圈域の付加価値を高めるため、広域的な

連携を視野に入れながら県都“甲府市”としての役割を果たしていく。

円 ｉｉｇ ‾‾‾j
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一

- 一 一

今日の繁栄は、こめ地においてまちづくり がはじめられてから５００ 年もの間、

先人たちの弛まぬ努力によりこの“まぢ が脈々と受け継がれ、守ら れてきた結

果であり、ここに住まう人ﾉﾏがこの“まぢ に愛着と誇りをも って暮らしてき た

証でもある。卜

したがって、現在（いま）を生きる我ﾉﾏは、これまで継承してきた重層的で多

様な歴史や文化を知り、そこから学び、そのうえで新たな歴史や文化を築いてい

かなけれぱならないという責任を負うも のである。

４



また、開府５００年という記念すべき年を、今日の繁栄を築き上げてきた先人

諸賢への感謝の気持ちを込めて市民総出で祝い、喜びを共有することで更にふ

るさど 甲府”への愛着を深めるとともに、現在（いま）を見つめ、このまちに

今、何か足りないのか、これから何か必要なのか、を考える機会としつつ、我ﾉﾏ

が受け継いだこの“まぢ を、より住みよいまち、より活力のあるまちにして次

の世代へ引き継いでいく必要がある○　　　　　　　　　　　　　　　　’
●

先人たちは、いつの時代も常によりよいまちづくりを目指して発展の歩みを

進めてきたはずであり、開府５００ 年を機に､我ﾉﾏはその崇高なる志を受け継ぎ、

来るべき激動の時代にも自主自立の行政運営を行い、地域を牽引し得る力強い

“まぢ として√また、これまでそうであったように山梨県の政治・経済・文化

の中心たる県都“甲府”として、これからの１００ 年へ向けた未来のまちづくり

に取り 組んでい＜決意をするものである。

こうした点を踏まえ、現在（いま）を生きる我ﾉﾏが何をすべきか、という視点

及び我ﾉﾏが「歴史物語都市こうふ」の新たな歴史を築いていくという思いから、

次の３つの柱を、「こうふ開府５００年記念事業」の基本理念とする。

５００ 年という長い 歳月を歩んでき だ 甲府”というまちには、 様々な歴

史、多彩な 伝統・文化、豊かな自 然があり、そして、その歴史を創り、伝統・

文化を伝え、自然を守ってきた人ﾉﾏがいる。

こうした本市に関わる重層的で多 様な歴史、伝統・文化、人物などのかけ

がえのない財産について、多く の方ﾉﾏがあらためて知り、学ぶことができる

機会を創出し、それを子どもたちに自 信と誇りをも って引き継ぎ、この魅力

あ ふれるまちを継承していかなけ ればならない。

甲 府が誕生してから 今日までの時の流れ、人のいとなみや、ゆかりのある

人物など、“甲府”の魅力を学び、知り、再発見し、歴史・文化の継承に繋が

る 様々な事業を構築し展開していく。

“まぢ の元気・活気はそこに住む人ﾉﾏが創り出すものである。先人た

ちの弛まぬ努力により今日め甲府市があることに感謝の気持ちを込めて、開

府５００ 年という歴史的節目の年を皆で共に祝い、その喜びと感動を共有す

５　　　　　　　　　　　　　　　　－
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ることで“甲府”への愛着を更に深めるとともに、賑わいと更なる甲府の魅

力を剔出する。　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

また、現在ある課題にも目を向け、これからのまちづくりを考える機会

としていく
○

賑わいの剔出や地域経済の活性化を図るため、効果的かつ戦略的なプロモ

ーション活動を展開し、官民一体となって開府５００年に因んだまつりやイ

ベントなど多様な主体による様ﾉﾏな事業を構築し展開していく。

過去に学び、現在を見つめなおす意義は、未来に向けたまちづくりに繋

げることにある。このまちの歴史や伝統・文化等を学び、まつりやイベント

を通じて醸成しだ 甲府”への愛着や地域の一体感を、市民と行政との協働

による“甲府らしざ を活かしたまちづくりに繋げるとともに、甲府圈域の

中心都市として圈域全体の発展に貢献できるよう、新たな未来への第一歩を

踏み出す。

憩いと安らぎの空間の剔出など新たなまちづくりへ繋げるとともに、子ど

もたちの積極的参加を促す取組など、創意と工夫に満ちた様々な事業を構築

し展開していく。

Fi 函て ）

テ ーマ　 『甲府をつくり、甲府を愛した５００ 年のいとなみ』

※着眼点　『５０年・１００年後の、甲府のまちに、人々に、何を残し、どのようなメ

ッセージを伝えようとするのか。』

こう ふ開府 ５００ 年を、「次なる １００ 年」に向けての新たな飛躍へのスター

トとして捉える。

甲府のもつ重層的で多様な歴史・伝統・文化を再認識するとともに、５００ 年

にわたり「甲斐の府中」のまちづくりに携わってきた先達への感謝の心を祝意を

も って表し、甲 府愛の醸成と未来に向かって夢と 希望にあふれ新たな甲 府市の

創造に繋がる「こうふ開府５００年記念事業」を実施し、国内外に甲府の魅力を

発信する。
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平成31 （２０１９）年には「こう ふ開府５００ 年」、平成３２（２０２０）年には

東京オリンピック・パラリンピック、続く平成３３（２０２１）年には武田信玄公

の生誕５００ 年を迎える。

こうした郷土に関わる歴史的な節目の年や 世界的なスポーツの祭典を迎える

にあたり、この機を好機と捉え、戦略的に、様ﾉﾏな事業を展開することで本市に

とって更なる発展の礎を築＜機会とするとともに、ふるさど 甲府”への愛着や

郷土愛を育み、未来に向けたまちづくりに繋げていくまたとない機会でもある。

こうしたことから、組織体制の整備や事前の効果的なプロモーションの展開、

更に信玄公の生誕５００ 年事業との関 連性などを考慮し、事業期間を平成２８年

度から平成 ３３ 年度までの６年間とし、特に、平成31 年から平成 ３３ 年まで

の ３ 年間を重点取組期間とする。

また、未来のまちづくり に繋げていくという「こうふ開府５００年記念事業」

の基本理念に鑑み、事業期間終了後も 事業め成果を活かしながら魅力あるまち

づくり、住みよいまち づくりに、不断に取り組むものとする。

－ ，． － ．． ．．．　　　　　　　　　　　 精 力あるま

・ ゛’゛●● ● ．　 ’=　　! ” ’． ’ｉ･ｉ Ｘ ちづくりの継続
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( 担当　 甲府市企画部企画総室開府５００年事業計画課)
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